　　　　　　　　　　　　　【施設種別：介護医療院】

運営指導における主な指導事項等
【指導事項】(改善報告書の提出を求めるもの) 　　　　　　　　　　　（R8年度版）
	<施行条例・基準省令>
口腔衛生の管理（条例第４３８条の２０の３・省令第２０条の３）
〇　入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、入所者毎に施
設入所時及び月に１回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること。



【注意事項】(改善報告書の提出を求めないもの)
	なし



　施行条例：介護保険法施行条例

基準省令：介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
　告示：指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準
